
平成３０年度第３回会議以降のＰＣＢ廃棄物に係る施策の進捗状況について 

１ ＰＣＢ廃棄物の処理 

（１）高濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理 

種類 処理先 処分期限 

蛍光灯安定器，小型コンデンサ， 

感圧複写紙等の汚染物 

ＪＥＳＣＯ 

北九州処理事業所 
令和３年３月末まで 

高圧トランス・コンデンサ 
ＪＥＳＣＯ 

大阪処理事業所 

（２）低濃度ＰＣＢ廃棄物等の処理 

種類 処理先 処分期限 

トランス，コンデンサ，その他汚

染物 

無害化処理認定施

設（全国 39 施設） 
令和９年３月末まで 

２ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理状況 

（１）高濃度トランス，コンデンサ等については，平成２１年からＪＥＳＣＯ大阪処理

事業所にて処理が始まっており，京都市域内の進捗状況は以下の通りであり，廃棄

終了までの目途は立っている。 

トランス コンデンサ ＰＣＢ油 

処理台数（台） １３０ ７，８４１ ８５

登録台数（台） １３０ ８，００４ １０８

進捗率 （％） １００％ ９８．０％ ７８．７％

（２）高濃度蛍光灯安定器等については，平成２８年からＪＥＳＣＯ北九州事業所にて

処理が始まっており，京都市域内の進捗状況は以下の通りとなっている。ただし，

保管事業者の全体像は，まだ掘り起こし調査中のため，把握できておらず，また，

ＪＥＳＣＯにおける登録台数が多くＪＥＳＣＯの処理能力を上回っているため，処

理が追い付いていない。 

安定器等 小型電気機器 感圧紙等 ウエス等 その他 

処理重量(kg) 74,385 4,123 4 677 1,262

登録重量(kg) 204,250 10.012 1,095 1,480 4,474

進捗率 (％) 36.4% 41.2% 0.4% 45.7% 28.2%

３ ＰＣＢ廃棄物の掘り起こし調査 

（１）トランス，コンデンサ 

ＰＣＢを含有する可能性が高いトランス，コンデンサについて行政への届出情報

（自家用電気工作物設置届）を基に，設置者に対してアンケート票を平成２９年度

末までに送付したが，回答率が６割ほどにとどまっている。 

ＰＣＢ廃棄物（自家用電気工作物）のアンケート回答状況 

送付数 回答数＊ 宛先不明 回答率 備考 

3,769 2,442 8 65.0％ R1.7.1 時点

＊ 回答数には，未届けだが既にＪＥＳＣＯにて処分済みを含む 

資料５



回 

答 

内 

容 

ＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ含有機器の保有・使用なし 1,989

〃        の保有・使用の有無不明 386

〃        を保有・使用しているが未届 67

（２）蛍光灯安定器 

ＰＣＢを含有する蛍光灯安定器が使用されている可能性のある事業用建物（昭和

５３年以前に建築されたもの）を掘り起こし調査するため，平成３０年１０月から，

市資産税課の家屋課税情報及び法務局の建物登記簿情報に基づき所有者を調査し，

所有者が判明した事業者に対してアンケート票を送付しているが，回答率が低く，

また，宛先不明率が高い。 

ＰＣＢ廃棄物（蛍光灯安定器）のアンケート回答状況

送付対象 送付数 回答数 宛先不明 回答率 備考 

17,455 17,116
3,749 1,470 21.9％ H31.3.1 時点

3,955 1,453 23.1％ R1.7.1 時点

回 

答 

内 

容 

ＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ含有機器の保有・使用なし 2,858

〃        の保有・使用の有無不明 834

〃        を保有・使用しているが未届 78

その他（未整理を含む。） 185

５ 今後の取組 

（１） 京都市が把握している高濃度ＰＣＢ廃棄物保管事業者の中には処理費用が高 

額なため処理を進めない事業者がいる。処理期限が迫っているため，丁寧に説明 

を行い補助金制度についても紹介し，市内の未処理の高濃度ＰＣＢ廃棄物を減ら 

していく。 

（２） 蛍光灯安定器については，アンケートのフォローアップ調査を行い，引き続き 

ＰＣＢ含有の蛍光灯安定器を特定する。また，トランス，コンデンサについては， 

アンケートの督促調査までは完了しているため，アンケート未回答事業者に対し 

て，更にフォローアップ調査を行う。 

（３） 複数回のアンケート調査及びフォローアップ調査にも未回答の事業者には， 

調査漏れ防止のため最終的な通知文書を送付する。 

（４） 処分期限まであと２年を切った状況において，代執行によるデメリットも含 

・ ＰＣＢ廃棄物は定められた期限までに処分しなければならない 

・ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理を行っているＪＥＳＣＯの操業には期限がある 

・ 高濃度ＰＣＢ廃棄物は，計画的処理完了期限の１年前である処分期間を過ぎると， 

事実上処分することができなくなる 

・ その場合，法に基づく改善命令が発出され，これに従わない場合には３年以下の懲 

役若しくは１千万円以下の罰金刑に処せられ，又はこれを併科されることになる 

・ 複数回の連絡にも回答がなかったことから，高濃度ＰＣＢ廃棄物及び高濃度ＰＣＢ

使用製品の掘り起こし並びに届出についての最終的な通知である



めた広報を行うことにより，高濃度ＰＣＢ廃棄物の早期処理について危機感を持 

ってもらうようにする。 

６ 今後のスケジュール 

掘り起こし調査 

（トランス，コンデンサ，安定器） 
処分指導等 

平成 31 年 

４月 

（安定器） 

・アンケート回答事業者へ確認調査開始 

・アンケート未達事業者へ連絡先確認調

査開始 

JESCO 各処理事業所，各局・区と

処理時期等を調整 

令和元年 

５月 

（安定器） 

連絡先を確認できたアンケート未達事業

者に対するアンケート調査（約 1,400 件） 

保管等状況届出書の提出を通知

（約 800 事業者） 

6 月 
JESCO 未登録事業者への指導 

処理困難事業者への指導 

７月  
電気使用安全月間説明会におい

てＰＣＢの周知 

８月  
保管等状況届出書の未提出事業

者に対する督促 

10 月 

（以下トランス，コンデンサ，安定器） 

アンケート未回答事業者に対するフォロ

ーアップ調査開始（約 12,000 件） 

令和２年 

３月 
フォローアップ調査終了  

４月 
アンケート未回答事業者に対する最終通

知 
JESCO 各処理事業所と最終調整 

５月  保管等状況届出書の提出を通知 

７月  
電気使用安全月間説明会におい

てＰＣＢの周知 

８月  
保管等状況届出書の未提出事業

者に対する督促 

令和３年 

１月 
未処理事業者への報告徴収・立入検査開始 

４月 未処理事業者への改善命令 

６月 未処理事業者への催告 

７月 未処理事業者への代執行 

７ 周知 

（１）会報誌等による周知 

・ 協力団体  京都府宅地建物取引業協会（令和元年７月発送）（別紙１） 

（２）ビラの配付 



  ・ 対象 金属くず等の中間処理業者（２９者）（令和元年６月）（別紙２） 

（３）チラシ 

  ・ 平成３１年２月に新聞掲載した窓口等に配架（別紙３） 

８ 課題 

来年度中に，高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理契約委託を行わなかった事業者は，京都市

による代執行手続きに進むため，できるだけ早い時期に保管事業者に処理の指導を行

う必要があるが，以下の問題点がある。 

・ ＰＣＢ廃棄物等の保管等状況届出書を本市に提出している者の中に，処理費用が

高額なため，ＪＥＳＣＯへの登録手続きを行っていない事業者が存在している。 

・ ＪＥＳＣＯにおけるＰＣＢ廃棄物の処理費用については，最大で９５％の負担軽

減措置を受けることができるが，収集・運搬費については負担軽減措置がないため，

ＰＣＢ廃棄物の処理を躊躇している事業者がある。 

いずれも処理費用に係ることであり，国（環境省）に助成制度の拡充を要望して 

いるところである。 

（参考）代執行支援事業を行っている独立行政法人環境再生機構によると，北九州事

業エリア（17 県）では，代執行件数は 14 件，代執行処理台数 116 台，代執行処理

重量 3682.4kg，対象処理費用 75,460,838 円（このうち，3/4 については，同機構

から自治体への交付金額 56,595,627 円が交付されている）。1件当たり約 539 万円

の代執行費用が掛かっている。自治体の実質的な負担額は，１件当たり約 135 万円

となる。 







別紙２
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